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（
郵
政
民
営
化
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

郵
便
事
業
株
式
会
社
法
案
（
閣
法
第
八
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
郵
政
民
営
化
を
実
施
す
る
た
め
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
目
的
、
業
務
の
範
囲

等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
会
社
の
目
的

郵
便
事
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う

）
は
、
郵
便
の
業
務
及
び
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
営
む
こ
と
を

。

目
的
と
す
る
。

二
、
業
務
等

１

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
郵
便
法
の
規
定
に
よ
り
行
う
郵
便
の
業
務
及
び
国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
印

紙
の
売
り
さ
ば
き
並
び
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
営
む
。

２

会
社
は
、
１
の
業
務
の
ほ
か
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
及
び
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の

発
行
並
び
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

３

会
社
は
、
１
及
び
２
の
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
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て
、
１
及
び
２
の
業
務
以
外
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
社
会
貢
献
業
務
計
画

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
三
事
業
年
度
ご
と
に
、
三
事
業
年
度
を
一
期
と
す
る
社
会
貢
献
業
務
の

実
施
に
関
す
る
計
画
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
監
督

１

会
社
は
、
新
株
等
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
、
事
業
計
画
、
重
要
な
財
産
の
譲
渡
等
、
定
款
の
変
更
の
決
議
等
に
つ
い

て
は
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
務
大
臣
は
、
会
社
に
対
し
、
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
し
、
報
告
を
求
め
、
及
び
検
査
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

五
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
郵
政
民
営
化
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


